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公的な認定や措置を行う行政機関は、対象者に対して事前に十分な情報開示を行い、反論や証
拠の提出を求める適正な手続きを履行する義務がある。しかし、現行の運用では、結果の公表
まで対等な議論が行われるプロセスが存在せず、一方的な「差別認定」が事後的に示されるだ
けである。これは行政手続法および法の支配の原則に対する重大な挑戦である。 

陳情事項 
1. 「不当な差別的言動の解消に関する措置は、公表により初めて明らかにされる仕組みとな
っている」とする、法的根拠を欠いた現行の違法な条例運用を即時に停止すること。 

2. 差別認定に至るプロセスを透明化し、対象者が当局の解釈や事実誤認に対して対等に反
論・証拠提出を行うことができる適正な防御プロセスを構築すること。 

3. 上記の是正がなされ、適正手続が担保されるまでの間、当該条例に基づく公表事務の一切
を停止すること。 

4. 県議会として、行政の恣意的な条例運用を厳しく調査・監視し、市民の権利が守られる公
平な制度への抜本的な改革を主導すること。 

以上 
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1. 補足説明資料 

2. 不開示決定通知１６通 

 


